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主 要 判 決 全 文 紹 介

【本判決の判旨、若干の考察】

１．明確性要件の判断基準
　（判旨抜粋）『特許法36条６項２号は、特許請求の範囲の記載に関し、特許を受けようとする発明が明

確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は、仮に、特許請求の範囲に記載
された発明が明確でない場合には、特許が付与された発明の技術的範囲が不明確となり、第三者の利
益が不当に害されることがあり得るので、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、
特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付

≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（「多結晶質シリコン断片及び多結晶質シリコンロッドの粉砕方法」事件－炭化タングステン粒子の 
「質量により秤量したメジアン粒径」の測定方法が不明。⇒明確性要件×。）［上］（全２回）

−令和元年（行ケ）第10095号、令和２年３月12日判決言渡（高部裁判長）−
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